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仙台市保有文書量調査及び削減に向けた手法検討支援業務委託 仕様書（案） 

 

Ⅰ 総則 

１ 適用範囲 

 本仕様書は、仙台市保有文書量調査及び削減に向けた手法検討支援業務委託（以下「本業務」という。）

に適用する。 

 

２ 通則 

 本業務は、仙台市契約規則に基づくほか、業務委託契約書及び本仕様書によって行う。 

 

３ 一般事項 

（１）受注者は本業務を行う場合、常に仙台市（以下「本市」という。）と綿密な連絡を取るととも

に、本市の指示に従わなければならない。 

（２）本業務を滞りなく遂行するための体制を整えること。 

（３）受注者は本業務の遂行にあたり、本市から提供する情報については、下記の事項を厳守するこ

と。 

① 受注者は、業務の実施にあたっては、関係法令を遵守しなければならない。 

② 受注者は、本市から提供のあった情報については、その秘密を保持しなければならない。 

③ 受注者は、本市から提供のあった情報を指示した目的以外の使用をし、第三者への提供をして

はならない。 

④ 受注者は、情報を記録した書類、また磁気ファイルの複写、及び複製をしてはならない。 

⑤ 受注者は、情報について事故が発生した場合、速やかに本市に報告しなければならない。 

⑥ 前各号に掲げる事項に関する定めに違反した場合、本市は本契約解除等の措置及び損害賠償請

求をすることができる。 

（４） 本仕様書に疑義が生じた場合は、速やかに本市に連絡し、その指示に従うものとする。 

（５） 打合せ及び記録等 

① 受注者は、作業の進捗状況や本市が必要と認める項目について、本市の求めに応じ、随時、報

告や業務内容に関する資料の提出を行うこと。 

② 受注者は、委託業務の作業状況について、臨時の報告や協議が必要な事由が発生したときは、

速やかに本市に報告を行うこと。 

③ 受注者は、本市と必要な打ち合わせを実施した際、議事録を作成し、本市に提出して承認を受

けること。 

④ 受注者は、本業務に着手するにあたり、本市と共同で行なわなければならない作業項目及び本 

市に依頼する作業項目と頻度を提示すること。また、これらの内容に変更が必要な場合は、その 

都度その内容を本市に提示すること。 

⑤ 本市が必要と認めた場合、進捗管理等に関する報告を行うための資料を作成し提出すること。 

⑥ 本市との全ての会議には、原則として、業務担当者及び本市が必要と認める業務従事者が出席 

すること。 
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（６）受託業務を一括して第三者に委託し、または請け負わせることはできないものとする。ただし、

受託業務を効率的かつ有効に執行するために必要な場合は、業務の一部を第三者に請け負わせる

ことができる。なお、その場合は本市と協議の上、決定しなければならない。 

 

Ⅱ 本業務の仕様 

１ 業務の目的 

   本市では、行政サービス・事務事業にデジタル技術を浸透させ、時間や空間にとらわれない柔軟な

行政サービスの提供と職員の働き方を可能とする「Full Digitalの市役所」の実現に向け、紙が前

提となっている従来型の働き方を、ペーパーレス化により見直すことで、柔軟で効率の高い業務環境

づくりを推進している（※1）。 

   また、市役所本庁舎の建て替えを実施しており、新庁舎への移転に向け、来庁者が使いやすく、職

員が働きやすく、かつ経済的で効率的な執務環境の整備を目指している。 

柔軟で効率の高い業務環境の構築や、文書保存スペースの合理化のためには、紙文書量の削減は不

可欠（※2）であり、本業務は、対象となる部局が保管する文書の総量を把握し、削減するために有

効と考えられる手法と、当該組織別に適正と考えられる文書の削減量の割り当て案を作成すること

で、保有紙文書を削減し、新たな執務環境の構築を推進することを目的とする。    

 

   ※1 「仙台市 DX推進計画 2024-2026」参照 

※2 令和元年度時点で約 50,000fmの紙文書を保有していることを確認している 

      令和 10 年度中を予定している新庁舎共用開始までに、令和元年度比 50％程度の文書削減を

検討している 

 

２ 業務内容 

（１）保有文書総量の調査 

①調査項目及び調査シートの作成 

本市行政機構図に記載のある組織のうち、別紙の局及び部門別の文書量を調査するために必要と

考えられる調査項目（保有文書量/文書の性質/保存期間/保存場所等）を網羅した調査シートを

作成すること。 

なお、実際に使用する調査項目及び調査シートは本市と協議の上で最終決定するものとする。 

②調査シート入力支援 

   調査シートへの情報の入力は本市職員により実施するものとする。 

ただし、調査シートへの入力に当たり事前説明会の実施及び調査シート入力期間中の問い合わせ

窓口を設け適時対応を行うこと。 

③本市職員へのヒアリングの実施 

   調査シートの内容を基に、必要に応じて当該組織が保有している行政文書等の活用方法などにつ

いてヒアリングを行うこと。 

   なお、当該組織へのヒアリング日時及び場所等の調整は本市事務局が行うものとする。 

④文書量調査結果のとりまとめ 
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   文書量調査結果を、削減手法検討等に活用しやすい形式でとりまとめること。 

   なお、実際のとりまとめ形式は、調査結果を踏まえ、本市と協議の上で最終決定するものとする。 

（２）保有文書量削減に向けた手法検討・実現に向けた助言等 

①調査結果を踏まえた文書量削減手法及び基準の提示及び助言 

   文書量調査結果を踏まえ、削減するために有効と考えられる手法（廃棄/電子化/保存保管等）、及

び基準の作成支援を行うこと。また同手法及び基準を基に当該組織別に適正と考えられる文書削

減量の割り当て案を作成するとともに、基準を当てはめたときに各文書の性質等を踏まえ、廃棄、

保存保管、電子化等の案を一覧で作成すること。 

②想定される削減手法の課題及び具体的手法等並びに必要と想定される費用の整理 

   文書量削減の手法（電子化等）によっては相当の期間及び費用を有するものと想定される。そのた

め、（２）-①及びその他本市の環境を踏まえ、行政文書の削減に向けた課題及び本市において有益

と考えらえる作業工程やより具体的手法、削減後の運用、さらにそれらを前提とした場合に必要と

想定される費用について整理すること。 

③文書削減に向けたロードマップの作成 

   本業務終了後から文書量削減完了までのロードマップ案の作成を行うこと。 

（３）事務処理のペーパーレス化（紙文書削減）に向けた本市職員向けの啓発支援 

文書量調査結果を踏まえ本市の状況や関連する施策の取り組み、他都市事例、事業者の知見等を用

いた本市職員向け啓発活動の支援を行うこと。 

 

３ 成果物 

  上記業務内容の結果を取りまとめた上で全体の報告書を作成し、指定する納入期限までに提出する

こと。 

  形式：Ａ４ 

  納入期限：令和７年３月３１日 

  ※上記報告書（紙文書）及び電子データ（ＰＤＦ）を提出すること。 

 

４ 契約に関する条件等 

（１）著作権に関する事項 

受注者は、成果物に係る著作権法第21 条から第28 条までに定める権利について、成果物の引渡 

し時に本市に無償で譲渡するものとする。 

また、本業務のために撮影した写真、イラスト等の著作物について、著作者人格権の主張を行わ 

ないものとする。 

受注者及び本市以外が著作権を有する写真・イラスト・地図等を使用する場合は、あらかじめ 

著作権を有する者へ使用の確認及び加工の許可等について書面で確認を行うことを原則とする。 

（２）機密の保持 

受注者は、本業務（再委託をした場合を含む。）を通じて知り得た情報を機密情報として扱い、 

契約の目的以外に利用し、又は第三者に提供してはならない。また、本業務に関して知り得た情

報の漏えい、滅失、き損の防止、その他適正な管理のために必要な措置を講じなければならな
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い。契約終了後もまた同様とする。 

（３）個人情報の保護 

受注者は、本業務に関して取扱う個人情報について、事前に本市の了解を得た場合を除き、複

写、複製しないこととする。 

 

５ その他 

・仕様書に明示のない事項または疑義が生じた場合は、本市と受注者で協議の上決定する。 

・本業務にあたり取得した備品・設備品等については、契約終了時に使用価値及び残存価値を有す 

る場合、本市が所有権を放棄する場合を除き、本市に所有権が帰属するものとする。 

 

６ 委託期間 

  契約締結日から令和７年３月３１日まで 

 


